
 

宿 泊 所 ・ 宿 所 提 供 施 設 在 寮 者 に 対 す る  

        都 営 住 宅 特 別 割 当 募 集 要 綱                           

                                                                  

第 １  目 的                                                         

   こ の 要 綱 は 、 宿 泊 所 及 び 宿 所 提 供 施 設 の 利 用 者 に 対 し て 、 都 営 住    

  宅 を 利 用 す る 機 会 を 与 え る こ と に よ り 、 そ の 自 立 を 助 長 す る こ と を    

  目 的 と す る 。                                                   

                                                                  

第 ２  申 込 者 の 資 格                                                 

   東 京 都 営 住 宅 条 例 第 ６ 条 に 定 め る 資 格 の ほ か 、 次 に 揚 げ る 要 件    

  を 具 備 し て い る 者 で な け れ ば な ら な い 。                           

  ア  申 込 時 に お い て 、 ３ か 月 前 か ら 引 き 続 き 別 に 定 め る 宿 泊 所 又 は 、  

   宿 所 提 供 施 設 （ 以 下 「 施 設 」 と い う 。 ） に 在 寮 す る も の で あ る こ    

   と 。                                                         

  イ  施 設 の 利 用 料 及 び 共 益 費 を 完 納 し て い る こ と 。                 

                                                                  

第 ３  募 集 戸 数                                                     

   都 市 整 備 局 長 か ら 当 該 年 度 特 別 割 当 て を 受 け た 戸 数 と す る 。       

                                                                  

第 ４  募 集 方 法                                                     

   １   福 祉 保 健 局 長 は 、 第 ３ の 特 別 割 当 て を 受 け た と き は 、 施 設  

     の 長 （ 以 下 「 施 設 長 」 と い う 。 ） に 募 集 の 通 知 を 行 う こ と 。  

     但 し 特 別 区 人 事 ・ 厚 生 事 務 組 合 が 設 置 す る 施 設 に つ い て は 、  

特 別 区 人 事 ・ 厚 生 事 務 組 合 （ 以 下 「 管 理 者 」 と 言 う 。 ） に 通  

知 す る 。  

   ２   施 設 長 又 は 管 理 者 は 、 別 に 定 め る 一 覧 表 を 施 設 内 に 掲 示 し    

     て 、 在 寮 者 に 対 し て 募 集 を 周 知 さ せ る も の と す る 。           

                                                                  

第 ５  申 込 手 続                                                     

   １   申 込 み を 行 お う と す る 者 は 、 施 設 長 又 は 管 理 者 を 経 由 し て    

     福 祉 保 健 局 長 に 対 し て 住 宅 使 用 申 込 書 を 提 出 し な け れ ば な ら  

     な い 。                                                  



   ２   施 設 長 又 は 管 理 者 は 、 申 込 み の 受 理 に 際 し て 、 申 込 者 が 資    

     格 を 有 す る も の で あ る こ と 及 び 申 込 書 の 記 載 内 容 が 事 実 と 相    

     違 し な い こ と を 確 認 し た 上 で 受 理 す る も の と す る 。           

   ３   施 設 長 又 は 管 理 者 は 、 申 込 者 に 対 し て 抽 選 の 日 時 、 場 所 を    

     知 ら せ る ほ か 、 必 要 な 事 項 を 指 導 す る も の と す る 。           

   ４   施 設 長 又 は 管 理 者 は 、 申 込 者 の 名 簿 （ 別 紙 様 式 ） を １ 通 作    

     成 し て 、 申 込 書 と と も に 福 祉 保 健 局 長 あ て に 提 出 す る も の と  

     す る 。                                                     

   ５   福 祉 保 健 局 長 は 、 前 項 に よ り 提 出 さ れ た 名 簿 に よ っ て 、 受  

     付 順 に 募 集 地 区 ご と に 抽 選 番 号 を 付 し 、 抽 選 番 号 を 付 し た 申  

込 者 名 簿 １ 通 を 施 設 長 又 は 管 理 者 に 対 し て 交 付 す る 。          

   

   ６   施 設 長 又 は 管 理 者 は 、 抽 選 日 の 前 日 ま で に 抽 選 番 号 を 申 込    

     者 あ て に 通 知 す る も の と す る 。                             

                                                                  

第 ６  入 居 予 定 者 の 決 定                                             

   １   福 祉 保 健 局 長 は 、 申 込 者 が 資 格 を 有 す る も の で あ る こ と を  

     調 査 し た 上 で 、 募 集 地 区 別 の 申 込 者 数 が 募 集 戸 数 と 同 数 で あ  

る 場 合 又 は 、 募 集 戸 数 に 満 た な い 場 合 は 、 そ の 者 を 入 居 予 定  

者 と 決 定 す る 。                                            

     

   ２   募 集 地 区 別 の 申 込 者 数 が 、 募 集 戸 数 を 超 え る 場 合 は 、 公 開    

     抽 選 に よ り 、 入 居 予 定 者 を 決 定 す る 。                       

   ３   公 開 抽 選 の 方 法 は 、 都 市 整 備 局 の 実 施 し て い る 例 に よ る 。    

   ４   前 項 に よ り 入 居 予 定 者 を 決 定 し て も 募 集 戸 数 に 満 た な い 場    

     合 は 当 該 地 区 の 第 ２ 希 望 者 又 は 、 第 ３ 希 望 者 を も っ て 決 定 し 、  

     又 は ２ の 例 に よ っ て 順 次 入 居 者 を 決 定 し 、 な お 満 た な い 場 合    

     は 、 再 募 集 を 行 う 。 各 地 区 別 に 優 先 順 位 を つ け て 若 干 名 の 補    

     欠 入 居 者 を 決 定 し 、 入 居 予 定 者 が 欠 け た 場 合 に 順 次 繰 り 上 げ    

     て 入 居 予 定 者 と す る 。                                     

   ５   福 祉 保 健 局 長 は 、 入 居 予 定 者 及 び 補 欠 入 居 予 定 者 を 施 設 長  

     又 は 管 理 者 を 経 由 し て 本 人 あ て 通 知 す る 。                     

                                                                  



第 ７  入 居 予 定 者 の 必 要 書 類 の 提 出                                   

   入 居 予 定 者 は 、 別 に 定 め る 必 要 書 類 を 別 に 定 め る 期 日 ま で に 施 設    

  長 又 は 管 理 者 を 経 由 し て 福 祉 保 健 局 長 あ て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

                                                                  

第 ８  入 居 予 定 者 の 審 査 及 び 入 居 手 続                                 

   １   福 祉 保 健 局 長 は 、 入 居 予 定 者 の 申 込 書 及 び 必 要 な 書 類 を 都  

     市 整 備 局 長 あ て 送 付 す る 。                                   

   ２   入 居 予 定 者 の 資 格 の 審 査 及 び 入 居 手 続 は 都 市 整 備 局 長 が 行  

     な う 。                                                     

                                                                  

第 ９  申 込 み の 辞 退                                                 

   申 込 者 が 自 己 の 都 合 に よ っ て 、 入 居 申 込 み を 辞 退 す る 場 合 は 、 施    

  設 長 又 は 管 理 者 を 経 由 し て た だ ち に 福 祉 保 健 局 長 あ て 辞 退 届 を 掲 示  

  し な け れ ば な ら な い 。                                             

                                                                  

第 1 0  入 居 予 定 者 の 決 定 の 取 消 し                                     

   １   入 居 予 定 者 が 次 の 各 号 に 該 当 す る 場 合 は 、 福 祉 保 健 局 長 は  

     入 居 予 定 者 の 決 定 を 取 り 消 す 。                               

     ア  偽 り 、 そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 入 居 予 定 者 の 決 定 を 受 け    

      た と き 。                                               

     イ  離 婚 、 婚 約 解 消 等 に よ り 単 身 者 と な っ た と き 。           

     ウ  入 居 予 定 者 が 入 居 を 辞 退 し た と き 。                     

     エ  入 居 予 定 者 が 一 般 の 公 募 そ の 他 の 方 法 に よ っ て 都 営 住 宅    

      に 入 居 す る こ と と な っ た と き 。                           

   ２   福 祉 保 健 局 長 が 入 居 予 定 者 の 決 定 を 取 り 消 し た 場 合 は 、 そ  

     の 旨 本 人 及 び 都 市 整 備 局 長 あ て 通 知 す る 。                     

                                                                  

第 1 1  そ の 他 詳 細 に つ い て は 、 福 祉 保 健 局 長 と 都 市 整 備 局 長 と の 協 議 に  

  よ っ て 決 定 す る 。                                                 

                                                                  

附 則  こ の 要 綱 は 、 昭 和 ４ ６ 年 １ １ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。               

附 則  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。                 

附 則  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ６ 年 ８ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  



附 則  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ９ 年 ７ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

附 則  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ２ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら 実 施 す る 。                 


